
号

外

二�
令

和

七

年
十
一
月

七

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

税

務

課)

一
ペ
ー
ジ

訓

令

甲

○
岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

税

務

課)

四

規

則

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
八
十
四
号

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

目
次
中｢

第
百
四
条
の
二
・
第
百
四
条
の
三｣

を｢

第
百
五
条
―
第
百
八
条｣

に
改
め
る
。

第
一
条
第
四
項
中｢

、
証
紙
徴
収｣

を
削
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中｢

、
証
紙
徴
収
に
係
る
も
の
及
び｣

を｢

並
び
に｣

に
改
め
、｢

第
七
十
八
条

の
二｣

の
下
に｢

及
び
第
百
六
十
二
条｣

を
加
え
る
。

第
百
四
条
の
三
の
見
出
し
を｢(

狩
猟
税
に
係
る
市
町
村
長
の
証
明
書)｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
を

削
り
、
同
条
第
二
項
中｢

第
百
四
十
三
号
の
三
様
式｣

を｢

第
百
四
十
六
号
様
式｣

に
改
め
、
同
項
を

同
条
と
し
、
同
条
を
第
百
八
条
と
す
る
。

第
百
四
条
の
二
を
第
百
七
条
と
し
、
第
三
章
第
三
節
中
同
条
の
前
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

(
狩
猟
税
の
納
付
に
係
る
書
類)

第
百
五
条

条
例
第
百
六
十
二
条
本
文
及
び
第
百
六
十
四
条
前
段
に
規
定
す
る
書
類
は
、
第
百
四
十
四

号
様
式
に
よ
る
狩
猟
税
納
付
書
と
す
る
。

(

納
税
済
印)

第
百
六
条

条
例
第
百
六
十
二
条
本
文
の
納
税
済
印
は
、
第
百
四
十
五
号
様
式
に
よ
る
。
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○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
七
年
十
一
月
七
日



様
式
目
次
中｢

第
百
四
十
三
号
の

二
様
式

狩
猟
税
収
入
証
紙
納
付
書

第
百
四
条
の
三
第

一
項

｣

を

｢

第
百
四
十
四
号
様

式第
百
四
十
五
号
様

式

狩
猟
税
納
付
書

納
税
済
印

第
百
五
条

第
百
六
条

｣

に
、｢

第
百
四
十

三
号
の
三
様
式｣

を｢

第
百
四
十
六
号
様
式｣

に
、｢

第
百
四
条
の
三
第
二
項｣

を｢

第
百
八
条｣

に

改
め
る
。

第
百
四
十
三
号
の
二
様
式
を
削
る
。

第
百
四
十
三
号
の
三
様
式
中｢第

104条
の
３
｣

を｢第
108条

｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
百
四
十
六

号
様
式
と
し
、
同
様
式
の
前
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

岐
阜
県
証
紙
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例(

令
和
六
年
岐
阜
県
条
例
第
五
十
五
号)

附
則
第
六
項

の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
狩
猟
税
の
納
付
そ

の
他
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則(
以
下｢

新
規
則｣

と
い
う
。)

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い

る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
新
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
旧
用
紙
に
所
要
の
調
整
を
し
た
も
の
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
二
十
号

総

務

部

出
納
事
務
局

各
県
税
事
務
所

自
動
車
税
事
務
所

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
一
月
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程(

昭
和
六
十
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

一
条
第
七
項
中｢

、｢

証
紙
徴
収｣｣

を
削
り
、｢

第
十
二
号｣

を｢

第
十
一
号｣

に
改
め
、｢

、
証

紙
徴
収｣

を
削
る
。

第
五
条
中｢

及
び
第
百
三
十
九
条｣

を｢

、
第
百
三
十
九
条
及
び
第
百
九
十
二
条
の
四
第
一
項｣

に

改
め
る
。

第
四
十
八
条
第
一
項
第
四
号
中｢

証
紙
徴
収
の
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
県
税
に
つ
い
て
証
紙
に
よ
り｣

を｢

狩
猟
税
額
に
相
当
す
る
現
金
の｣

に
改
め
る
。

第
五
十
九
条
第
一
項
中｢

、
第
五
十
六
条
第
三
項｣

を
削
り
、
同
条
第
二
項
中｢

、
第
五
十
六
条
第

二
項｣

を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。

第
百
九
十
二
条
の
見
出
し
中

｢

証
紙
徴
収｣

を

｢

徴
収｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢

し
た｣

を

｢

し
、
狩
猟
税
額
に
相
当
す
る
現
金
の
納
付
を
受
け
た｣

に
、｢

第
百
四
条
の
三
第
一
項｣

を｢

第
百

五
条｣

に
改
め
、｢

狩
猟
税
に
係
る｣

を
削
り
、｢

収
入
証
紙
納
付
書｣

を｢

狩
猟
税
納
付
書｣

に
改
め
、

｢

収
入
証
紙
貼
付
の
ま
ま｣

を
削
り
、｢

登
録
年
月
日｣

の
下
に｢

、
納
付
金
額
の
内
訳
並
び
に
調
定

決
議
番
号｣

を
加
え
、｢

第
百
四
条
の
三
第
二
項｣

を｢

第
百
八
条｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

収

入
証
紙
納
付
書
に
収
入
証
紙
を
貼
付
し
な
か
つ
た｣

を｢

狩
猟
税
額
に
相
当
す
る
現
金
を
納
付
し
な
か

つ
た｣

に
、｢

当
該
収
入
証
紙
納
付
書｣

を｢

そ
の
者
に
係
る
狩
猟
税
納
付
書｣

に
、｢

収
入
証
紙
が
貼

付
さ
れ
て
い
な
か
つ
た｣

を｢

狩
猟
税
が
納
付
さ
れ
な
か
つ
た｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中｢

収
入
証

紙
納
付
書
の
送
付
を
受
け
た｣

を｢

狩
猟
税
納
付
書
の
送
付
を
受
け
て
狩
猟
税
額
に
相
当
す
る
現
金
が

納
付
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た｣

に
、｢

岐
阜
県
証
紙
条
例
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則

第
三
十
四
号
。
以
下｢

証
紙
規
則｣

と
い
う
。)

第
五
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
調
査
及
び
消
印
を
し｣

を｢
条
例
第
百
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
規
則
第
百
六
条
に
規
定
す
る
納
税
済
印
を
押
印
し｣

に
改
め
、

同
条
第
六
項
及
び
第
七
項
を
削
る
。

第
百
九
十
二
条
の
二
中｢

前
条
第
二
項｣

を｢

前
条
第
一
項
及
び
第
二
項｣

に
、｢

収
入
証
紙
が
貼

付
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
旨
を
記
載
し
た
収
入
証
紙
納
付
書
の
送
付
を
受
け
た
と
き
、
又
は
同
条
第
五
項

の
規
定
の
例
に
よ
り
調
査
及
び
消
印
を
し
た｣

を｢

狩
猟
税
納
付
書
の
送
付
を
受
け
た｣

に
改
め
る
。
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第
百
九
十
二
条
の
三
中｢

第
百
四
条
の
二｣

を｢

第
百
七
条｣

に
改
め
る
。

第
百
九
十
二
条
の
四
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

県
税
事
務
所
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
納
税
通
知
書
、
増
額
納
税
通
知
書
又
は
減
額
通
知
書
を
狩

猟
税
の
納
税
義
務
者
に
送
達
す
る
と
き
は
、
会
計
規
則
第
四
号
様
式
に
よ
る
納
付
書
を
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

別
記
様
式
目
次
中 ｢

第
二
百
七
十
六
号
様
式
か

ら
第
二
百
九
十
八
号
様
式

ま
で

第
二
百
九
十
八
号
の
二
様

式

削
除

狩
猟
税
収
入
証
紙
消
印
高
報
告
書

第
百

条
第

九
十
二

六
項

｣

を ｢

第
二
百
七
十
六
号
様
式
か

ら
第
二
百
九
十
八
号
の
二

様
式
ま
で

削
除

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
百
六
十
三
号
様
式
付
表
一
中｢

(注
)
()
内
は
､
証
紙
徴
収
に
係
る
も
の
を
計
上
し
た
｡
｣

を
削
る
。

別
記
第
二
百
七
十
六
号
様
式
か
ら
別
記
第
二
百
九
十
八
号
の
二
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
276号

様
式
か
ら
第
298号

の
２
様
式
ま
で
削
除

別
記
第
二
百
九
十
八
号
の
五
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

岐
阜
県
証
紙
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例(

令
和
六
年
岐
阜
県
条
例
第
五
十
五
号)

附
則
第
六
項

の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
狩
猟
税
の
徴
収
そ

の
他
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

３

改
正
前
の
岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
様
式
に
よ
る
用
紙
で
知
事
が
必
要
と
認
め
る
も
の
は
、
当

分
の
間
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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